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（
政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選
挙
制
度
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
一
号

（
）

衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
に
つ
い
て
国
が
負
担
す
る
経
費
で
地
方
公
共
団
体
に
交
付
す
る
も
の
の
基
準
を

改
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
最
近
に
お
け
る
公
務
員
給
与
の
改
定
及
び
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
選
挙
執
行
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
投
票
所
経
費
、
開

票
所
経
費
及
び
事
務
費
等
の
基
準
額
に
つ
い
て
、
そ
の
積
算
基
礎
で
あ
る
超
過
勤
務
手
当
費
及
び
費
用
弁
償
額
等
を
実
情
に

即
す
る
よ
う
見
直
し
、
こ
れ
ら
の
基
準
額
を
改
定
す
る
。

二
、
最
近
に
お
け
る
物
価
の
変
動
等
を
踏
ま
え
、
選
挙
公
報
発
行
費
及
び
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
費
等
の
基
準
額
に
つ
い
て
、
そ
の

積
算
基
礎
で
あ
る
労
務
賃
等
を
実
情
に
即
す
る
よ
う
見
直
し
、
こ
れ
ら
の
基
準
額
を
改
定
す
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


